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Ｃ

ＣＦＣ（クロロフルオロカーボン）→特定フロン 
ＣＯＤ：Chemical Oxygen Demand→化学的酸素要求量 

Ｄ

ＤＰＦ（Diesel Particulate Filter）装置 

（ディーゼル微粒子状物質減少装置、粒子状物質減少装置）

 
 

Ｈ

ＨＦＣ→ハイドロフルオロカーボン

Ｎ

ＮＯ２（二酸化窒素）→二酸化窒素 

ＮＯx（窒素酸化物）→窒素酸化物 

 

 
ＰＦＣ→パーフルオロカーボン 

ｐＨ 

ピーエイチと読む。溶液の酸性、アルカリ性の程度を示す。ｐＨが７で

あれば中性、７未満は酸性、７を超えるとアルカリ性を示す。雨はごく自

然の状態でも、空気中の二酸化炭素が溶け込むことによりｐＨ5.6程度に

なるといわれており、それより低いｐＨになった雨を通常「酸性雨」と呼

んでいる。ｐＨは酸性雨の基本的な指標の一つであるが、硫酸や硝酸等の

イオン成分の濃度なども重要な指標である。 

 

PM2.5（微小粒子状物質）→微小粒子状物質 

 

ppb（parts per billion）：十億分の一 

ppm（parts per million）：百万分の一 

 

PRTR 

Pollutant Release and Transfer Register（化学物質排出移動量届出

制度）の略。人や生態系に有害なおそれのある化学物質が、どのような発

生源から、どの程度環境中（大気、河川、海域など）に排出されたのか、

又は、廃棄物などとして事業所の外に運び出されたのかというデータを把

握、集計し、公表する仕組みである。 

化学物質を製造・使用する事業者は、環境に排出した量と廃棄物や下水

として事業所の外へ移動させた量を自らが把握し、毎年、行政機関に届出

する。行政機関は、そのデータを整理・集計するとともに、届出事業所以

外（非対象事業所、家庭、自動車など）から排出される量を推計し、これ

ら２つのデータを併せて公表する。 

このような制度は、アメリカ、カナダ、オランダ、イギリスなどの諸外

国でも導入されており、我が国では、1999 年７月に「特定化学物質の環

境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR法）」に

より制度化された。 

 

Ｓ

 
ＳＯ2（二酸化硫黄）→二酸化硫黄

ＳＯx（硫黄酸化物）→硫黄酸化物 

ＳＰＭ：Suspended Particulate Matter→浮遊粒子状物質 

 

Ｔ

ＴＤＭ：Transportation Demand Management 

→交通需要管理（＝交通需要マネジメント） 

ＴＥＱ 

Toxicity Equivalency Quantity（毒性等量）の略。ダイオキシン類は、

毒性の強さが種類によって異なることから、ダイオキシン類の仲間の中で

最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性を１と

して、他のダイオキシン類の仲間の毒性の強さを換算することにより、ダ

イオキシン類全体の毒性を評価している。 

 

 

 

VOC（揮発性有機化合物）→揮発性有機化合物 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

＜国際単位系（ ）による接頭語＞

記号 （漢数字表記）

（デシ） （十分の一）

（センチ） （百分の一）

（ミリ） （千分の一）

µ（マイクロ） （百万分の一）

（ナノ） （十億分の一）

（ピコ） （一兆分の一）

 

Ｐ
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発行 川崎市

編集 川崎市環境調整会議

（事務局 環境局総務部環境調整課）

〒 川崎市川崎区東田町 － （第 庁舎 階）

電話： （直通）

：

－お知らせ－ 

年次報告書を御覧になられて、市の環境の現状と講じた施策等について、より詳

しくお知りになりたい方は、次の冊子を御参照ください。 

報告書の発行時期、入手方法等は、各担当にお問合せください。 

 

○地球温暖化対策に関すること：川崎市地球温暖化対策推進計画年次報告書 

      担当 環境局地球環境推進室 

        ℡ 200-2405（直通） 

 

○公害関係全般         に関すること：環境局事業概要－公害編－ 

○環境保全に関する調査･研究       担当 環境局環境対策部環境管理課 

○普及啓発・環境教育の推進         ℡ 200－2398（直通） 

○環境影響評価の推進担当           

       等                     

                    

    

○廃棄物に関すること：環境局事業概要－廃棄物編－ 

担当 環境局生活環境部廃棄物政策担当 

℡ 200－2558（直通） 

 

○緑と公園に関すること：みどりと公園－緑政事業概要－ 

担当 建設緑政局緑政部みどりの企画管理課 

℡ 200－2399（直通） 


